
６５歳以上の肺炎球菌ワクチンは、定期予防接種になります。
個人の発病や重症化予防が目的ですので、接種する方ご本人の希望により行われる予防接種です。
この予防接種は少なくとも５年間は効果が持続すると言われています。過去に一度接種したこ

とがある方は対象にはなりません。

定期接種の対象者
・令和１年～５年度までの間は、経過措置
として下表の通り５歳刻みの対象年齢です。
・ 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓
もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能に障害を有する方
（身障手帳１級程度）

★ 令和５年度の対象者 ★
６５歳:昭和３３年４月２日生 ～ 昭和３４年４月１日生
７０歳:昭和２８年４月２日生 ～ 昭和２９年４月１日生
７５歳:昭和２３年４月２日生 ～ 昭和２４年４月１日生
８０歳:昭和１８年４月２日生 ～ 昭和１９年４月１日生
８５歳:昭和１３年４月２日生 ～ 昭和１４年４月１日生
９０歳:昭和 ８年４月２日生 ～ 昭和 ９年４月１日生
９５歳:昭和 ３年４月２日生 ～ 昭和 ４年４月１日生
100歳:大正１２年４月２日生 ～ 大正１３年４月１日生

高齢者肺炎球菌
ワクチンのお知らせ

【 実施医療機関 】 標茶町立病院 内科外来開設日
※ 月・金 8:45～11:00

14:00～15:45
※ 火・水・木 8:45～11:00

【 自己負担額 】 3,000円 生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料

【 実施期間 】 令和６年３月末まで
【 申し込み方法 】完全予約制です。

接種を希望する日の１週間前までに下記へお申し込み
ください。

＜申し込み・問い合わせ先＞
ふれあい交流センター内健康推進係 ☎４８５－１０００

肺炎球菌ワクチンとは
肺炎球菌には９０種類以上の血清型があ

り、定期接種で使用される「23価肺炎球
菌ワクチン」はそのうちの２３種類の血清
型を予防の対象としたワクチンです。この
２３種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌
感染症の原因の約６～７割を占めるという
研究結果があります。


